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23ίʔυ͸ࣜגձࣾσϯιʔ΢Σʔϒのొ࿥঎ඪです。
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▼
΋ͳ͞Ε͍ͯͳ͍建෺΍ෑ஍ͷ͜ͱ༺࢖΍ͦͷଞͷډͷͳ͍ॅ༺࢖΍ॅډଓͯ͠ܧ

ۭ͖Ոͱ͸

ۭ͖Ո์ஔͷリεΫ

ۭ͖ՈΛ์ஔ͠ଓ͚Δͱʜ

　会津若松市では、ฏ成27年にࠃが施行した「空家等対策の推進に関するಛ別措置法」を契ػに、
「会津若松市空家等対策計画」を定め、所有者・管理者΁のࢦಋなどの取り組みを進めています。

ྡ地・ಓ࿏΁の
थ໦のӽ境
௨行ͷ๦͛

土୆΍பの
෗৯΍ُ྾
౗յɾ่ མͷݥة

ۭ͖Ոͷ
؅ཧ੹೚͸
ॴ༗ऀʹ
͋ΔΑʂ

ۭ͖ՈΛద੾に؅ཧͯ͠ ͍ͳ͍ͱ࣏ࣗମ͔Βק
੫に͓͚Δॅ୐༻஍ಛྫ͔࢈ࢿఆݻΛड͚ɺࠂ
Βআ֎͞Ε·͢ɻ
·ͨɺ๏վਖ਼にΑΓࠂקର৅͕֦େͯ͠ ͍·͢ɻ

ۭ͖ՈΛ์ஔͯ͠ ͍Δͱɺ
େ̒ഒʹͳΔèĆ࠷੫͕࢈ࢿఆݻ

૲のൟໜ΍ࡶ
མͪ༿のඈࢄ
ͷൟ৩्֐஬ɾ֐

԰ࠜנ΍֎นの
ྼԽ΍ζϨ

མԼɾඈނࣄࢄͷڪΕ

૭Ψϥεのഁଛ΍
൶のଛই

ෆ๏৵ೖɾෆ๏଺ࡏ

͸ࡉৄ
ӈϖʔδ

͝Έ΍Մ೩物ͷ
์ஔ・ࢄཚ

ෆ๏౤غɾ์ ՐのϦεΫ

ྑい ѱい空き家ͷঢ়ଶ

୅ࣥ行w
୅ࣥ行ٸۓ

ੜ໋にؔΘΔΑ͏ͳੑٸۓͷ͍ߴ৔߹に
͸໋ྩ౳ͷखଓ͖Λͣܦにٸۓ୅ࣥߦΛ
৔߹΋͋Γ·͢ɻ͏ߦ

අ༻͸
ॴ༗ऀͷ
ෛ୲

ॿ言·ͨ͸ࢦಋ

ద੾ʹ؅理͞Εͨ
空き家

�ಋࢦ

空き家ͷঢ়ଶͷ֬ೝ

؅理不全空家ʹ
ೝ定

窓やนがഁଛしているなど؅ཧ
が不े分な状ଶ

ै、৔߹、վળ໋ྩがग़͞れͨ͠ࢹΛແࠂק Θな͚れ͹��ສԁ
ҎԼͷաྉがՊͤΒれます。 ໋�ྩ

ఆݻ、Λड͚るとࠂקಋにैΘͣࢦ
੫のॅ୐༻地ಛྫかΒআ֎͞れ࢈ࢿ
。େ�ഒになΓます࠷੫が࢈ࢿఆݻ

ࠂ�קࠂ�ק

ಛ定空家ʹೝ定
̍ɽஶ͠くอ্҆ݥةとなる͓ͦれのあるঢ়ଶ
̎ɽஶ͠くӴੜ্༗֐となる͓ͦれのあるঢ়ଶ
̏ɽஶ͠く؍ܠΛଛな てͬいるঢ়ଶ
̐ɽͦ のଞपลのੜڥ؀׆のอ全Λਤるͨ
めに์ஔする͜とがෆద੾であるঢ়ଶ

पғͷঢ়گͰ
ೝ定͞ΕΔ
৔合΋

ʮ空き家ʯΛ์ஔ͠ ͍ͯ ·ͤ Μ ʁ͔
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0120-134-105＋

会津若松市໳ా町େࣈத໺ࣈେಓ੢55

お気軽にご相談下さい

TEL:0242-26-8529
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֎นɾ԰ࠜのృΓସ͑ ృ૷の͜ͱなΒ
お気軽にご相談Լさい

光塗装株式会社
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▼
ۭ͖Ո؅ཧɾ׆༻࣮ફϑϩʔ

空き家の
ॴ༗ऀに͸管理੹೚͕

͋Γ·すʂ

ɹۭきՈΛ์ஔ͠ଓ͚ると౗
յ、Րࡂ౳のੑݥة΍๷൜、Ӵ
ੜ্の՝୊もੜ͡ます。
ɹۭきՈの所༗ऀに͸๏తに
も؅ཧ੹೚があΓます。

ɹۭきՈの࢖い方Λܾめるに
あͨͬて͸Ոࡒのॲ分΍૬ଓ
खଓき౳のཧղΛਂめる͜とが
ॏ要です。まͨച٫΍௞ିの可
能ੑがある৔߹に͸、ࣄલに૬
ஊするෆಈऀۀ࢈なͲΛௐ΂
て͓きま͠ΐ͏。

家ࡒॲ෼、
相続౳に͍ͭͯ
஌Γ·͠ΐ ʂ͏

ɹ౰໘͸ͦのままにする৔߹でも、
いͣれ͸׆༻するʢࣗ分でॅΉ、௞
ɾିച٫する౳ʣときのͨめに、ద੾
な؅ཧが必要です。

ద੾な管理をʂ

ɹ౗յのੑݥةのߴい࿝ٺԽͨ͠
ۭきՈ΍؅ཧがࠔ೉なۭきՈにର͠
て͸、औΓյ͠も͝ݕ౼くͩ͞い。

յすこと΋管理のҰ ʂͭ

ɹෆಈऀۀ࢈Λར༻͠、ۭ きՈの׆
༻Λ͑ߟま͠ΐ͏。
ɹซͤて、վम΍ܖ໿にͭいて͑ߟ
る͜とがॏ要です。

༗ޮに׆༻͠·͠ΐ ʂ͏

࣍ੈ୅΁の
Ҿき͗ܧに͍ͭͯࣄલに

ΐ͠·͑ߟ ʂ͏

ɹҨݴॻΛ࢒すなͲŊ୭にՈΛ
ҾきܧいでもΒいͨいかなͲ
Λ໌֬に͠て͓く͜とでŊ͞࢒
れͨՈ଒が೰ΜͩΓŊ૪͏͜と
がないΑ͏に४උする͜とが
ॏ要です。

զ͕家の
কདྷに͍ͭͯ
ΐ͠·͑ߟ ʂ͏

空き家の
をํ͍࢖

ΐ͠·͑ߟ ʂ͏

౰໘
ͦの··に
する

औΓյす

貸す
売る

空き家を
ॴ༗することに
なΓ·ͨ͠

஌Γ͍ͨこと͸
ԿͰす͔ʁ

1�ɾ�
রࢀ

1�ɾ�
রࢀ

1�ɾ��
রࢀ

1��ɾ��
রࢀ

1��~��
রࢀ

1��
রࢀ

空き家ʹ͍ͭͯ ͯ͑ߟ Έ·͠ ΐ͏ʂ
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空き家に残されたまま…
そんな不用品整理､
私たちにお任せください
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▼
ͲͷΑ͏ʹ࣍ੈ୅ʹҾ͖͑ߟ͔͙ܧΑ͏ɻ
Λ֬ೝ͠Α͏ɻهͷొࡏݱ

૬ଓਓશһͰ࿩͠߹͍Λ͠Α ʢ͏Ҩ࢈෼ׂٞڠʣɻ

ۭ͖Ոʹؔ͢Δ૬ஊձΛ։͠࠵·͢ɻ

༧໿ɺ͓ ໰͍߹Θͤઌ ಋάϧʔϓɹ5&-�0242-2�-7014ࢦஙݐ�ஙॅ୐՝ݐ

　それぞれの相続人には法定相続分があります。Ҩ産分ׂٞڠをしない৔߹、
相続人の࣋分ׂ߹により相続登هをߦいますが、Ҩ産分ׂٞڠをすることにより、
ಛ定の相続人の୯ಠ໊ٛやಛ定のڞ有໊ٛとすることができます。ただし、Ҩ産
分ׂٞڠは相続人શһのಉҙがແけれ͹ແޮとなりますので஫ҙがඞཁです。
　な͓、࿩し߹いがまとまらない৔߹、家ఉࡋ൑所にてҨ産分ׂ調ఀにより解ܾを
ਤる方法もあります。

　土地や建物の所有権にؔしては、不動産登هのٛ務付けがなかったため、
ैલ所有者の໊ٛのままになっていることがあります。
　所有権をূ໌できなけれ͹、࣍ ੈ୅へのద੾な相続や׆༻ができなくなります。
　不動産登هの໊ٛを確認し、ࡏݱの所有者になっているか確認しましょう。

にؔする相談、相続、ҡ࣋؅ཧにؔすること༺׆人の状況にあった相談がՄೳです。売買やརݸ、ผ相談なのでݸ　
など、͓ 。にご相談くださいܰؾ
˔日 ɿ࣌令和̔年̒月��日（໦）、令和̔年��月�5日（໦）、令和̕年̎月��日（໦）
　　　��֤日とも、��࣌��分ʙ �5࣌��分
˔ର৅ɿ空き家を所有ɾ؅ཧしている方、ࠓ後空き家を相続するՄೳੑがある方
Ճ費༻ɿແྉࢀ˔
˔ओ࠵ɿձ௡एদࢢ
ڠ˔ ɿྗ෱ౡݝ宅地建物取引業ڠձձ௡एদࢧ෦、空き家ωットϫーク（ӡӦ事務局ɿ一般ࣾஂ法人シχΞࢧԉڠձ）
˔ਃࠐ方法ɿೋ࣍元ίーυからਃࠐ、もしくはి࿩、メーϧ、'"9等
※事લ༧約がඞཁです。当日のड付もՄೳですが、事લに༧約された方が༏ઌとなりますのでごྃ承ください。

ҙࢥදࣔΛ͓ͯ͜͠͏ɻ

　家や土地など分ׂが೉しい相続ࡒ産をめ͙るトϥϒϧを๷ࢭするため、家଒ؒでの
࿩し߹いやҨݴॻの࡞੒などŊ࣍ੈ୅に引き͙ܧための४උをߦいましょうŇ
　ҨݴॻにはŊ一般的にň自චূॻҨݴŉとňެਖ਼ূॻҨݴŉがあり、それぞれにメリットɾ
デメリットがあります。それぞれのಛ௃をཧ解して、࠷దなࣜܗを選びましょう。
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͓ͦΕ͕͋Δ
●จҙɾࣜܗෆඋ౳にΑΓ
ແޮͱͳΔ͓ͦΕ͕͋Δ
●Ոఉࡋ൑ॴͷ
ೝखଓ͖͕ඞཁݕ

●खܰに࡞੒Ͱ͖Δ
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●ख͕͔͔ؒΔ
●අ༻͕͔͔Δ

ϝϦοτ

σϝϦοτ
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　インスペクションとは、建物状況調査のことで、
建ங࢜等のઐ໳家が建物のྼԽ状況（ૅج、֎น
等のͻびׂれ、Ӎ࿙り等のྼԽ状況ɾ不۩߹の状
況等）を໨ܭ、ࢹ測等により調査し、ݱ状の建物が
උ͑ているੑೳを೺Ѳするものです。

ۭ͖Ոͷঢ়ଶΛνΣοΫ͠Α͏

����
�

インスペクションを
　　　　受けるメリットは？

　ΠϯεϖΫγϣϯをड͚Δ͜ͱͰ
ചओはҾ͖౉͠ޙͷτϥϒϧճආ
なͲɺങओはߪೖޙͷҡ ɾ࣋؅ཧϓ
ϥϯཱ͕ͯ΍͘͢ɺ̓ ৺ͯ͠ߪೖͰ
͖ΔΑ͏ʹなΔなͲ͕͋Γ·͢ɻ

ࡧݕ調査ٕज़者گ存住宅ঢ়ط
ϖʔδ等から調査実施者をࡧݕ
いただくこともՄೳです。

詳ࡉはこͪら

▼

ɹ਌଒ͷࢮ๢等ʹΑΓۭ͖ՈΛ૬ଓͨ͠৔߹͸ɺ૬ଓਓ΁ͷ໊ٛͷมߋʢ૬ଓొهʣΛ͍ߦ·͠ΐ͏ɻ
૬ଓొ͕͞هΕͣɺલॴ༗者ʢނਓ等ʣͷ໊ٛͷ··ʹͳ͍ͬͯΔͱചങͳͲͷࢧোͱͳΓ·͢ɻ͖ ͪΜ
ͱ૬ଓొهΛࡁ·͓͖ͤͯ·͠ΐ͏ɻ

૬ଓొهΛ͠Α͏

๏຿ہの৹査をͯܦ、
໰題͕な͚Ε͹
相続登記͕ྃ͠׬·すɻ

　ごࣗ਎で相続登記をすることが೉し
い場合、登記のઐ໳家である࢘法書࢜
に依頼することもできます。

ਃ੥ॻ、ఴ෇ॻྨを
༻ҙの্、๏຿ہ΁
登記ਃ੥を͠Α͏ɻ　遺産分割ٞڠをすることにより、ಛ定

の相続人の୯ಠ໊ٛやಛ定の共有໊ٛ
とすることができます。ただし、遺産分
割ٞڠは相続人全員の同意がなけれ͹
ແޮとなりますので஫意が必要です。
　遺ݴ書などにより相続する人が決
まっている場合は、ٞڠは不要です。

๏定相続

。できますٻ੶ূ໌ॻ౳͕੥ށでޱொଜͷ૭۠ࢢΓͷد࠷

●本籍地のある遠方に行かなくてもOK!

●必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれていても、1か所の市区町村の
窓口でまとめて請求可能！

˞��෕฼͕͍ͳ͍৔߹ɺ૆෕฼͕ୈ�ॱҐ

˞��ܑఋ࢞ຓ͕ઌʹ
๢͘ͳ͍ͬͯΔ৔߹ɺ
ԛɾ໑͕ୈ�ॱҐ

ʹઌ͕ࢠ��˞
๢ ͳͬͯ͘ ͍Δ৔߹ɺ
ଙ͕ୈ�ॱҐ

ॴ༗ऀに
߹る৔͍͕ࢠ
഑ऀۮとࢠ�˞�

഑ऀۮと෕฼�˞�

ॴ༗ऀに
߹な͍৔͍͕ࢠ

഑ऀۮと
ܑఋ࢞ຓ�˞�

΋෕฼΋ࢠ
͍な͍৔߹

基ຊతな相続のॱ൪は、下図のようになります。
遺産は、まず 第1ॱҐ の相続人に相続権があり、子がいない、または相続์
。をした場合には、次のॱҐの相続権がある人が相続人となりますغ

ॴ༗ऀ

ඞͣ相続ਓ

഑ऀۮ

૆฼૆෕
෕ ฼

૆෕ ૆฼

ܑఋ࢞ຓ
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ଙଙ
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ୈ�ॱҐ ୈ�ॱҐ
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て
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に
て
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空き家のইΈ۩߹νΣοΫγーτ

໨߲ۀ࡞

▼
ۙྡʹ໎࿭Λ͔͚ͳ͍Α͏ʹ͠Α͏

　人が出入りをし、適切に管理することで建物の࿝ٺ化の抑制につながります。具体తには
定期తな通෩、׵気、通ਫ、૟除を行うことで࿝ٺ化の進行を抑制することができます。
　次の作業項目をࢀ考に、月1ճఔ度のස度でできるだけこまめに取り組むようにしましょう。
　また、大Ӎや୆෩、地਒のあとは、建物にඃ害がないか必ず点ݕしましょう。

空き家͸定ظతな఺ݕと管理͕େ੾Ͱすʂ
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Ӎ࿙Γͷ༗ແ

建෺ͷইΈ

ઃඋͷইΈ

すべての૭・ऩ納൶（ԡ入れ・Ϋロʔθοト）の։์
気ઔのӡ転׵

֤ऄޱの通ਫ
֤ഉਫޱにਫを流す（๷ष、๷஬のため）

ࣨ内の؆୯なਗ਼૟

ϙスト、ݰ関に౤വされた༣ศ物・഑෍物の੔理

敷地内のམち༿やごみのਗ਼૟

૲取り、ӽ境しているࢬやπϧのႩ定
ఉ木のႩ定、ফಟ

すべての部屋にӍ࿙りがないか

建物にইんでいるとこΖはないか

ਫ࿙れなどがないか

建物をইめないた
めには、できるだけ
සൟに行いましょう

ご近所の໎࿭にな
らないよう೦入りに
行いましょう

大Ӎや୆෩、地਒の
あとは必ず点ݕを
行いましょう

ࣗ෼ͰͰきる管理ํ๏

֎෦·ΘΓ ಺෦ɾઃඋ

˔ఱҪࡐの異状
（ϋΨϨ、たΘみ、ු き、
シϛ、ΧϏ）

ఱҪ

˔นࡐの異状
（ϋΨϨ、ු き、シϛ、
ΧϏ、ׂ れ）

น

˔চࡐの異状
（ϋΨϨ、ු き、シϛ、
ΧϏ、ׂ れ、܏き）

চ

˔建付けの異状
（։ดの不۩߹、܏き）

ࣨ಺υΞɾোࢠ

߹۩ਫ、ഉਫの不څ˔
（੺ਫ、٧まり、षい、
ਫ࿙れ）

ઃඋ

֎น

˔֎นの異状（Ԛれ、৭あせ、
さび、ଽ、ϋΨϨ、ώϏ）

˔మےの࿐ग़

༴น

˔ਫൈき݀の٧まりの有ແ
˔ͻびׂれの有ແ
˔໨地の։きの有ແ

ญ

˔ญの異状
（Ԛれ、܏き、่ れ）

Ո·ΘΓ

˔थ໦、ࡶ૲のൟໜ
のൃੜ्֐、஬֐˔

౔୆ɾૅج

土୆の異状、ૅج˔
（ώϏ、ׂ れ、܏き、෗ٺ、
஬৯い、ٜ ಓ）

԰ࠜ

˔԰ࠜࡐの異状
（ζϨ、ׂ れ、さび、ଽ、ϋΨϨ）

ཪݢ

ཪ෦分の異状ݢ˔
（シϛ、Ԛれ、ු き、ଽ、ϋΨϨ）
˔మےの࿐ग़

Ӎͱ͍

˔ਫೞれ、ϋζϨ、ώϏ、ׂ れ

૭ɾग़ೖޱυΞ

˔Ψϥス、建付けの異状
（ׂれ、ώϏ、։ดの不۩߹、
（߹۩き、施ৣの不܏

όϧίχʔ

˔চࡐ、手すりの異状
（ഁれ、஬৯い、෗ٺ、൓り、
たΘみ、さび、͙ らつき）

定ظతに
఺ݕ

͠·͠ΐ͏空き家Λ؅ཧ Δ͢৔߹ʹ͸
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খ౔஍΍઀ಓڱ
ෆྑ౔஍Ͱച٫͕
೉͍͠৔߹ʹ͸ʁ
隣の家に買ってもら
えないか提案してみ
ては…

　令和5年4月27日より、相続した土地を国が引き取るʮ૬ଓ౔஍ؼݿࠃଐ੍౓ʯが始まりました。これは、
相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣（窓口は法務局）の承認により、土地を手放
して国庫に帰属させることができる制度です。詳しくは法務省ホームページでご確認ください。

૬ଓͨ͠౔஍Λ͕ࠃҾ͖औΔ੍౓͕࢝·Γ·ͨ͠

法務省

売却・賃貸のώϯτ

ചΓग़͍͕ͨ͠ɺՈʹ͕ܽؕ
͋ͬͯτϥϒϧʹͳΒͳ͍͔ʁ
建物状況調査（インスペクション）をし
てみては…

߹Δ͔೰ΜͰ͍Δ৔ͤିͯ͘ݹ
ʹ͸ʁ
固定資産税相当分の家賃で賃貸でき
ないか不動産業者に相談してみては…

आ஍Ͱۭ͖Ո͕ച٫Ͱ͖ͳ͍
৔߹ʹ͸ʁ
借地契約を延長して賃貸を検討して
みては…

‎1�

ച٫͢Δͷʹඅ༻ෛ୲͕೉͍͠
৔߹ʹ͸ʁ
解体費や測量費などを含む売却を不動
産業者に相談してみては…

Ͳ͜ͷෆಈऀۀ࢈ʹ૬ஊ͢Ε͹
Α͍͔Θ͔Βͳ͍৔߹ʹ͸ʁ
空き家周辺の地元不動産業者に相談し
てみては…

଱਒վमࡁΈɺϦϑΥʔϜࡁΈ
ΛΞϐʔϧ͢Δ৔߹ʹ͸ʁ
建物状況調査を実施し、安心R住宅※
として売却を検討してみては…

※「安心R住宅」とは、これまでの既存住宅（中古住宅）のマイナスイメージを払拭
するため一定の条件を満たした住宅の広告に、国が商標登録したロゴマーク
を付けて、物件選びに役立つ情報を消費者の皆さまへ分かりやすく提供する
仕組みです。

����
�

▼
ɹ࢖ޙࠓ༻͢Δ༧ఆ͕ͳ͘ɺۭ ͖Ոͷҡ࣋؅ཧ͕Ͱ͖ͳ͍৔߹ɺച٫ɺ௞ିͳͲΛݕ౼͢Δඞཁ͕
͋Γ·͢ɻಛʹ࿝ٺԽ͕ਐΜͩ建෺͸ɺमસ΍վमʹཁ͢Δඅ༻͕େ͖͘ͳΓ·͢ͷͰɺҎԼΛߟࢀ
ʹૣΊʹച٫΍௞ିͳͲΛݕ౼͠·͠ΐ͏ɻ

　売却・賃貸がࠔ೉な空き家については、解体をしてறं場などとして「土地」を活
かすといった方法もあります。土地活用のՄೳ性は、土地のपลঢ়گなどによって
ҟなります。解体を行う前に建築࢜や不動産業者΁相ஊしましょう。

ۭ͖Ոͷച٫ɺ௞ିΛݕ౼͠Α͏

　空き家の売却、賃貸、解体などをお考えの場合、空き家のதにある家財や
ՙ物を੔理することが必要です。
　ૣいஈ֊から੔理を進めることにより、その後の活用を円׈に進めることができます。
　なお、遺඼や෹ஃなどがあり、ࣗ 力で処分することがࠔ೉な方は、ຽ間の家財੔理ઐ໳業者や෹具ళ等を活
用するのも一つの方法です。

ղମΛݕ౼͠Α͏売却ŋ賃貸͕ࠔ೉な৔߹

ෆಈऀۀ࢈ʹ૬ஊ͠Α͏売却・賃貸のݕ౼

Ոࡒಓ۩΍࢒ஔ෺ͷ੔ཧɺॲ෼Λ͠Α͏売却ŋ賃貸の४උ

　空き家は、リフォームしてから賃貸するのが一般的です。また、近年、借り手が自由にリフォームすることを許容して賃
貸するケースもでてきています。
　方法によって、それぞれメリット･デメリットがありますので、地元の不動産業者に相談しましょう。

　不動産業者との媒介契約により仲介を依頼するのが一般的です。また、業者が買取り、リフォーム後に販売する買取再
販も多くなっています。事業者によって価格が異なることも多いので、複数の不動産業者に査定してもらいましょう。

௞ି

ച٫

空き家Λ؅ཧͰきͳ͍৔߹ʹ͸
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௞ି

ച٫

空き家Λ؅ཧͰきͳ͍৔߹ʹ͸
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ઐ໳家͕Ұॹに͑ߟ·す（相談͔Β売却·ͰのྲྀΕのΠϝーδ） 相談͔Β賃貸·ͰのྲྀΕのΠϝーδ

・維持管理にかかる手間とお金が不要
・一࣌తにまとまったお金が得られる
・現金化することで遺産分割しやすくなる
・経年ྼ化によるকདྷ下མするϦスΫのճආ

・思い入れがある建物が失Θれる
๬Ձ֨で売れないՄೳ性ر・
・境ք確認など手間や経費がֻかるՄೳ性

・家賃ऩ入が得られる
・建物（資産）を持ち続けられる
・୲อにできるため༥資が受けられる
気や通ਫなどの管理が不要になる׵・

・入居者がいない場合にはऩ入が得られない
・入居者とトϥϒϧ（家賃滞納等）のϦスΫ
・ϦフΥʔϜする場合には経費がֻかる

メリット デメリット メリット デメリット

ച٫の͜ ͱ ௞ିの͜ ͱ

売却৚件を͟っく͹らんに
相ஊ

物件を査定したՁ֨
が提ࣔされます

ෆಈ࢈業者が売却予
定物件を調査します

ෆಈ࢈業者に売却を依頼
します

物件の調査も行います

ൢ売活動を行います
購入ر๬者と契約৚件を
交বします

契約৚件など合意が
できたら契約

売ങ代金の受ྖと同࣌
にങओに物件を引き౉
します

໿ॻܖ

不動産ऀۀに
相談

01 不動産ऀۀに相談01 物݅調査
（リフォームをする৔߹）

02 リフォーム03

04

05ࠂ޿

物݅調査02

売ങܖ໿の
ަব

06 売ങܖ໿の
క݁

07 売却08

価֨査定03 ഔհܖ໿のక݁04

ഔհܖ໿のక݁04 賃貸ܖ໿のక݁05 賃貸։࢝06

・建築士等が賃貸予定物件を調査し、
ϦフΥʔϜ計画を行う

・計画が決まれ͹、
　見積書を作成

見積書を確認し建築士等
にϦフΥʔϜの依頼

※リフォームを行わない
　場合は　　へ

ෆಈ࢈業者に賃貸の஥հ
を依頼します

ෆಈ࢈業者の஥հにより入居者
と契約

所有者が、建物と入居者を管
理するのかʁෆಈ࢈業者に依
頼するのかʁ相ஊ
してください

໿ॻܖ

ෆಈۀ࢈者
ෆಈۀ࢈者所有者 所有者

ෆಈۀ࢈者所有者
ෆಈ࢈
者ۀ

ೖߪ
๬者ر

所有者 ෆಈۀ࢈者所有者 ೖډ者

所有者 所有者

ෆಈۀ࢈者 ങओ

建築士等建築士等

ෆಈۀ࢈者ෆಈۀ࢈者ෆಈۀ࢈者

ෆಈۀ࢈者 ෆಈۀ࢈者
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ઐ໳家͕Ұॹに͑ߟ·す（相談͔Β売却·ͰのྲྀΕのΠϝーδ） 相談͔Β賃貸·ͰのྲྀΕのΠϝーδ

・維持管理にかかる手間とお金が不要
・一࣌తにまとまったお金が得られる
・現金化することで遺産分割しやすくなる
・経年ྼ化によるকདྷ下མするϦスΫのճආ

・思い入れがある建物が失Θれる
๬Ձ֨で売れないՄೳ性ر・
・境ք確認など手間や経費がֻかるՄೳ性

・家賃ऩ入が得られる
・建物（資産）を持ち続けられる
・୲อにできるため༥資が受けられる
気や通ਫなどの管理が不要になる׵・

・入居者がいない場合にはऩ入が得られない
・入居者とトϥϒϧ（家賃滞納等）のϦスΫ
・ϦフΥʔϜする場合には経費がֻかる

メリット デメリット メリット デメリット

ച٫の͜ ͱ ௞ିの͜ ͱ

売却৚件を͟っく͹らんに
相ஊ

物件を査定したՁ֨
が提ࣔされます

ෆಈ࢈業者が売却予
定物件を調査します

ෆಈ࢈業者に売却を依頼
します

物件の調査も行います

ൢ売活動を行います
購入ر๬者と契約৚件を
交বします

契約৚件など合意が
できたら契約

売ങ代金の受ྖと同࣌
にങओに物件を引き౉
します

໿ॻܖ

不動産ऀۀに
相談

01 不動産ऀۀに相談01 物݅調査
（リフォームをする৔߹）

02 リフォーム03

04

05ࠂ޿

物݅調査02

売ങܖ໿の
ަব

06 売ങܖ໿の
క݁

07 売却08

価֨査定03 ഔհܖ໿のక݁04

ഔհܖ໿のక݁04 賃貸ܖ໿のక݁05 賃貸։࢝06

・建築士等が賃貸予定物件を調査し、
ϦフΥʔϜ計画を行う

・計画が決まれ͹、
　見積書を作成

見積書を確認し建築士等
にϦフΥʔϜの依頼

※リフォームを行わない
　場合は　　へ

ෆಈ࢈業者に賃貸の஥հ
を依頼します

ෆಈ࢈業者の஥հにより入居者
と契約

所有者が、建物と入居者を管
理するのかʁෆಈ࢈業者に依
頼するのかʁ相ஊ
してください

໿ॻܖ

ෆಈۀ࢈者
ෆಈۀ࢈者所有者 所有者

ෆಈۀ࢈者所有者
ෆಈ࢈
者ۀ

ೖߪ
๬者ر

所有者 ෆಈۀ࢈者所有者 ೖډ者

所有者 所有者

ෆಈۀ࢈者 ങओ

建築士等建築士等

ෆಈۀ࢈者ෆಈۀ࢈者ෆಈۀ࢈者

ෆಈۀ࢈者 ෆಈۀ࢈者
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複数業者に！

解体経費の見積りは、費用や内容が適正かどうかの確認のため、複数業者に依頼しましょう。
解体後の土地利用も一緒に考えます。

空家౳վमࢧԉิۀࣄॿۚに͍ͭͯ

●募集概要

　会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
　令和5年度より安全・安心なまちづくりと居住環境の改善、さらには地域活性化を図るため、空家等を除却する方に対し、空家等の除却費用の一部を補助します。

空家౳解体ఫࢧڈԉิۀࣄॿۚに͍ͭͯ

相談͔Β解体·ͰのྲྀΕのΠϝーδ

・土地を売却しやすくなる
・土地を売却し現金化することで遺産分割しやすくなる
・維持管理にかかる手間とお金が不要

・解体経費が必要となる
・固定資産税の軽減措置が適用されなくなる
・解体した土地に再建築できない場合がある

メリット デメリット

見積り依頼を行います
調査結果に基づき、
見積書を作成します

建築士等が現地調査
します 見積金額や内容を確認し、

建築士等と契約
します

施行計画や近隣対策
などを行います 電気、ガス等の業者連絡。衣類や

家具などの移動や処分
騒音や振動等が伴う
工事なので、ご近所
に挨拶されるとよい
でしょう（解体業者が
代行する場合もあり
ます）

工事完了。現地
確 認し、工 事 代
金を支払います

解体ऀۀに
相談

01

४උ05ࣄ޻

物݅調査02

建物಺࢒ଘ物の
整理΍ॲ෼

06 ۙྡ΁の
ѫࡰ

07 解体08

Γ03ੵݟ 解体ܖࣄ޻໿
のక݁

04

解体した建物
は、滅 失 登 記
をしましょう

所有者

所有者 建築士等

建築士等

建築士等建築士等

ղମの͜ ͱ 空き家౳ʹؔ Δ͢ิ ॿۀࣄ

ର৅ۀࣄ

　会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
　今般、利活用対策を推進するため、空家等を活用し、地域の活性化に資する取組を行おうとする方に対し、予算の範囲内で空家等の改修経費の一部を補助します。
　この制度により、利用していない空家を地域資源として活用し、魅力ある地域づくりを推進するものです。

次のいずれかに該当する事業にかかる空家等の改修であること。
・地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組　【例】地域の活動拠点（高齢者サロン、子育て支援施設等）、地域活性化に資する施設（交流施設等）　
・会津地域以外からの移住（転入予定または転入して1年以内の方）

ิॿର৅ऀ 次に掲げる項目のいずれにも該当する方
当該空家等の所有者または購入もしくは賃借をする方　
※町内会、市内の活動団体等を含む　
※賃借人にあっては、所有者と直接契約する方を対象（転貸は対象外）　

ର৅家԰ 次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に存する空家であること　・同一敷地内において居住の実態がないこと　・すべての利害関係者から解体撤去の同意が得られていること
・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の改修についての同意を得られていること

ର৅ࣄ޻ 別紙支援事業の手引きに掲げる工事でかつ以下の要件をすべて満たす工事であること　
・市内業者が施工する工事であること　・工事の内容が建築基準法その他の法令に違反しないこと　・交付決定前に着手した工事は対象外となること

ิॿֹۚ 対象工事経費の2分の1以内（限度額70万円）　※千円未満は切り捨てになります。

Ճࢉཁ݅ 次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大30万円加算　・申請者が新婚世帯の場合　・申請者が子育て世帯の場合　

※市の交付決定（補助金交付決定通知）前に工事を着工している場合は、補助金交付の対象外となります。
※令和8年度内に工事完了が予定されている事業に限ります。（令和9年3月31日までに完了報告書と必要

書類（マニフェストの写し等）の提出が必要です）
※補助金には限度がありますので、上限に達し次第、締め切らせていただきます。

応募にあたっては、「支援
事 業の手引き」並びに

「交付要綱」をよく読んで
応募してください。

次に掲げる項目のいずれにも該当する方
・当該空家等の所有者　・当該空家等の相続人　・所有者等から解体撤去について同意を得た人

ิॿର৅ऀ

Ճࢉཁ݅

ର৅ࣄ޻

次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大20万円加算
・申請者が会津地域以外からの移住者で、解体撤去後に新築する場合　・解体撤去後、地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組を行う場合
  ※5年以上の定住又は事業継続を行うこと

以下の要件をすべて満たす工事であること
・市内業者が施工する工事であること　・家屋の一部のみの解体工事費用、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象外とする
・交付決定前に着手した工事は対象外となること

ิॿֹۚ 対象工事経費の5分の1以内（限度額30万円）　※千円未満は切り捨てになります

ର৅家԰ 次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に所在する空家であること
・同一敷地内において居住の実態がないこと
・会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと　
・別紙支援事業の手引きに定める判定基準表のうち評定内容の2項目以上に

該当する空家等であること　

ର৅ۀࣄ 適正に管理されていない空家等の除却

・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から
当該空家等の解体撤去についての同意を得られていること

・抵当権等が設定されていない空家等であること。ただし、抵当権等が設定されて
いる場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の解体撤去について同意し
ている場合は、この限りでない。

・当該空家等の相続人　・原則、5年以上の事業継続または定住する意思のある方　
・市税を滞納していないこと　・暴力団関係者ではない方　
・同一の工事において、市から同種の補助金等の交付を受けていないこと

Ԡื
ड෇

関係ॻ ・ྨ
֤༷ࣜ

改修補助金 解体補助金

建ஙॅ୐՝�5&-�������������୲ɹ౰

●募集概要
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複数業者に！

解体経費の見積りは、費用や内容が適正かどうかの確認のため、複数業者に依頼しましょう。
解体後の土地利用も一緒に考えます。

空家౳վमࢧԉิۀࣄॿۚに͍ͭͯ

●募集概要

　会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
　令和5年度より安全・安心なまちづくりと居住環境の改善、さらには地域活性化を図るため、空家等を除却する方に対し、空家等の除却費用の一部を補助します。

空家౳解体ఫࢧڈԉิۀࣄॿۚに͍ͭͯ

相談͔Β解体·ͰのྲྀΕのΠϝーδ

・土地を売却しやすくなる
・土地を売却し現金化することで遺産分割しやすくなる
・維持管理にかかる手間とお金が不要

・解体経費が必要となる
・固定資産税の軽減措置が適用されなくなる
・解体した土地に再建築できない場合がある

メリット デメリット

見積り依頼を行います
調査結果に基づき、
見積書を作成します

建築士等が現地調査
します 見積金額や内容を確認し、

建築士等と契約
します

施行計画や近隣対策
などを行います 電気、ガス等の業者連絡。衣類や

家具などの移動や処分
騒音や振動等が伴う
工事なので、ご近所
に挨拶されるとよい
でしょう（解体業者が
代行する場合もあり
ます）

工事完了。現地
確 認し、工 事 代
金を支払います

解体ऀۀに
相談

01

४උ05ࣄ޻

物݅調査02

建物಺࢒ଘ物の
整理΍ॲ෼

06 ۙྡ΁の
ѫࡰ

07 解体08

Γ03ੵݟ 解体ܖࣄ޻໿
のక݁

04

解体した建物
は、滅 失 登 記
をしましょう

所有者

所有者 建築士等

建築士等

建築士等建築士等

ղମの͜ ͱ 空き家౳ʹؔ Δ͢ิ ॿۀࣄ

ର৅ۀࣄ

　会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
　今般、利活用対策を推進するため、空家等を活用し、地域の活性化に資する取組を行おうとする方に対し、予算の範囲内で空家等の改修経費の一部を補助します。
　この制度により、利用していない空家を地域資源として活用し、魅力ある地域づくりを推進するものです。

次のいずれかに該当する事業にかかる空家等の改修であること。
・地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組　【例】地域の活動拠点（高齢者サロン、子育て支援施設等）、地域活性化に資する施設（交流施設等）　
・会津地域以外からの移住（転入予定または転入して1年以内の方）

ิॿର৅ऀ 次に掲げる項目のいずれにも該当する方
当該空家等の所有者または購入もしくは賃借をする方　
※町内会、市内の活動団体等を含む　
※賃借人にあっては、所有者と直接契約する方を対象（転貸は対象外）　

ର৅家԰ 次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に存する空家であること　・同一敷地内において居住の実態がないこと　・すべての利害関係者から解体撤去の同意が得られていること
・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の改修についての同意を得られていること

ର৅ࣄ޻ 別紙支援事業の手引きに掲げる工事でかつ以下の要件をすべて満たす工事であること　
・市内業者が施工する工事であること　・工事の内容が建築基準法その他の法令に違反しないこと　・交付決定前に着手した工事は対象外となること

ิॿֹۚ 対象工事経費の2分の1以内（限度額70万円）　※千円未満は切り捨てになります。

Ճࢉཁ݅ 次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大30万円加算　・申請者が新婚世帯の場合　・申請者が子育て世帯の場合　

※市の交付決定（補助金交付決定通知）前に工事を着工している場合は、補助金交付の対象外となります。
※令和8年度内に工事完了が予定されている事業に限ります。（令和9年3月31日までに完了報告書と必要

書類（マニフェストの写し等）の提出が必要です）
※補助金には限度がありますので、上限に達し次第、締め切らせていただきます。

応募にあたっては、「支援
事 業の手引き」並びに

「交付要綱」をよく読んで
応募してください。

次に掲げる項目のいずれにも該当する方
・当該空家等の所有者　・当該空家等の相続人　・所有者等から解体撤去について同意を得た人

ิॿର৅ऀ

Ճࢉཁ݅

ର৅ࣄ޻

次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大20万円加算
・申請者が会津地域以外からの移住者で、解体撤去後に新築する場合　・解体撤去後、地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組を行う場合
  ※5年以上の定住又は事業継続を行うこと

以下の要件をすべて満たす工事であること
・市内業者が施工する工事であること　・家屋の一部のみの解体工事費用、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象外とする
・交付決定前に着手した工事は対象外となること

ิॿֹۚ 対象工事経費の5分の1以内（限度額30万円）　※千円未満は切り捨てになります

ର৅家԰ 次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に所在する空家であること
・同一敷地内において居住の実態がないこと
・会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと　
・別紙支援事業の手引きに定める判定基準表のうち評定内容の2項目以上に

該当する空家等であること　

ର৅ۀࣄ 適正に管理されていない空家等の除却

・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から
当該空家等の解体撤去についての同意を得られていること

・抵当権等が設定されていない空家等であること。ただし、抵当権等が設定されて
いる場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の解体撤去について同意し
ている場合は、この限りでない。

・当該空家等の相続人　・原則、5年以上の事業継続または定住する意思のある方　
・市税を滞納していないこと　・暴力団関係者ではない方　
・同一の工事において、市から同種の補助金等の交付を受けていないこと

Ԡื
ड෇

関係ॻ ・ྨ
֤༷ࣜ

改修補助金 解体補助金

建ஙॅ୐՝�5&-�������������୲ɹ౰

●募集概要
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空き家の相談窓口

不動産（空家）の売却・賃貸に関すること

空き家の解体に関すること

建物の表題・変更・滅失登記、土地境界の調査測量・確認に関すること

相続・登記に関すること

固定資産税に関すること

不動産（土地・建物）の評価に関すること

空き家の権利関係の整理、空き家をめぐる紛争の解決全般に関すること

空き家の管理・相談に関すること

建物のリフォームなどに関すること
担当窓口 電話番号 備考

税務課　土地グループ
　　　　家屋・償却資産グループ

TEL.0242-39-1224
TEL.0242-39-1225

開庁時間　8：30～17：15
(土日・祝日・年末年始除く)

事業者団体 電話番号 備考

福島県司法書士会
司法書士総合相談センター TEL.0120-81-5539

電話受付　10：00～12：30
　　　　　13：30～16：00
(土日・祝日除く)

福島県行政書士会　会津支部 TEL.0242-37-3150 電話受付　10：00～16：00
(土日・祝日除く)

事業者団体 電話番号 備考

福島県土地家屋調査士会　
会津支部 TEL.0242-23-8560

電話受付　���9：00～12：00�
13：00～16：00

(土日・祝日除く)

事業者団体 電話番号 備考

（公社）福島県宅地建物取引業協会　
会津若松支部 TEL.0242-26-4666 電話受付　9：00～17：00

(土日・祝日除く)
（公社）全日本不動産協会　
福島県本部 TEL.024-939-7715 電話受付　10：00～17：00

(土日・祝日除く)
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TEL（0242）24-7776
西岡孝之事務所

〒965-0801 会津若松市宮町4-45
お気軽にご相談ください 営業時間 8：00～20：00

E-mail taku-nishioka@mtf.biglobe.ne.jp

司法書士
福島県司法書士会会員

空き家・相続に関するお悩み
　　　　　　　　ご相談ください。

ご連絡
ください

〈 広  告 〉

私たちは、みなさまの町の

　　　　よりよい環境を未来につなぎます。

会津地方支部

一般社団法人

福島県解体工事業協会

〒965-0015　会津若松市北滝沢二丁目2番47号
TEL.0242-39-2151 .0242-39-2152FAX
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空き家の相談窓口

不動産（空家）の売却・賃貸に関すること

空き家の解体に関すること

建物の表題・変更・滅失登記、土地境界の調査測量・確認に関すること

相続・登記に関すること

固定資産税に関すること

不動産（土地・建物）の評価に関すること

空き家の権利関係の整理、空き家をめぐる紛争の解決全般に関すること

空き家の管理・相談に関すること

建物のリフォームなどに関すること

事業者団体 電話番号 備考

会津建築綜合協同組合 TEL.0242-27-1800 電話受付　9：00～17：00
(土日・祝日除く)

会津若松市建築業組合 TEL.0242-27-7660 電話受付　9：00～16：00
（土日・祝日除く）

福島県建築士会　会津支部 TEL.0242-93-7330 電話受付　���9：00～12：00(土日・祝日除く)
13：00～16：00

事業者団体 電話番号 備考

福島県弁護士会　会津若松支部 TEL.0242-27-0264 電話予約受付　9：30～17：00
(土日・祝日除く)

事業者団体 電話番号 備考

（公社）福島県不動産鑑定士協会 TEL.024-931-4360　 電話受付　9：00～17：00
(土日・祝日除く)

事業者団体 電話番号 備考

空き家ネットワーク（空き家リンクあいづ）
（運営事務局一般社団法人シニア支援協会） TEL.0242-93-5143 電話受付　9：00～18：00

(水・日曜日除く)

（公社）会津若松市
シルバー人材センター TEL.0242-26-1818

事業内容　除草・掃除など
電話受付　8：30～17：15
(土日・祝日除く)

会津道路メンテナンス協同組合 TEL.0242-23-7301
事業内容　除雪・雪下ろしなど
電話受付　9：00～16：00
(土日・祝日除く)

東邦銀行
アセットコンサルティング部信託営業課 TEL.0120-104-471

事業内容　遺言信託・遺産整理業務
電話受付　9：00～17：00
(土日・祝日除く)

事業者団体 電話番号 備考

福島県解体工事業協会
会津地方支部 TEL.0242-39-2151 電話受付　9：00～18：00

（土日・祝日除く）
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あらっ　あつこちゃん、
久しぶり！
空き家になって
ずいぶん経つわね。

家がこんな事に
なってるなんて
気づかなかったわ

ここだけの話…
ご近所でウワサに
なってるわよ。

空き家を放置すると

近所でウワ
サになる前

に

空き家対策
をチェック

!!

しっかり対策
してくれれば
わし達も安心じゃ！

空き家バンクに登録して
借り手、買い手を見つけ
られたり、相談会をやっ
たりもするのね！

空き家は放置せずに
早めの対策が
必要じゃのぉ。

そうですね

家族で住んでた家
そのままにして
しばらく経つわ！

あれから 10年…

久しぶりに
実家に行ってみると…

より一層
汚くなってるっ !!

最近増えてるでしょ～
放ったらかしの空き家。
問題が多いから、
自治体ではいろいろな
対策をしてるのよ！

早めになんとか
しなきゃ！

ゴミの不法
投棄

雑草のび放題

悪臭・害虫 e
tc…

「売る」「貸す」場合のリフォーム等には支援制度があります。

リフォーム費の一部助成支援

家の解体費の一部助成

空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除など

※助成金の支援は自治体ごとに
　異なります。

放置
空き家を

すると

どうなる
の？
を

すると

どうなる
の？
放置

空き家
放置

空き家

罰則が適用されることも！

近隣住居の迷惑になる恐れが…

税金の負担が増える ?!

出典元：政府広報オンライン
 　　　　「年々増え続ける空き家！空き家に
　　　　　しないためのポイントは？」
　　　　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202206/1.html
   

売る 貸す 使う 解体する

空き家対策は…

を、まず決めよう !!

「売る」「貸す」場合のリフォーム等には支援制度があります。

出典元：政府広報オンライン
 　　　　「年々増え続ける空き家！空き家に
　　　　　しないためのポイントは？」
　　　　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202206/1.html
   

空き家対策は…

を、まず決めよう !!

空き家を放置すると

ヒ
ソ…

ヒ
ソ…ヒ

ソ…

ヒ
ソ…
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〒969-6185
会津若松市北会津町下米塚字松原2300-2

TEL(0242)58-2251
FAX(0242)58-2252

有限会社 カネマン

生コンや解体工事のことならお任せください!!
●解体工事業　　　●一般建設業
●生コン製造販売　●杭抜き工事

〈 広  告 〉

空き家の高価買取を目指します!
現状のままの買取のご相談も可能です
買取も売却もベストな方法をご提案

お気軽にご相談ください
無料相談・秘密厳守・査定無料

UKエステート(有限会社パルコビル)
福島県知事(2)第3283号
会津若松市栄町1-44
ナポレオンヒルズ1階

TEL：0242-23-7255
全日本不動産協会所属

空き家買取 空き家活用
空き家・相続に関するお悩みご相談くださいご相談くださいご相談ください
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